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[bookmark: _Toc215580706]１　募集内容
計画相談支援・障害児相談支援（以下「計画相談支援等」という）を安定的に提供できる体制を整備し、障害児者が望む生活の実現に向け、障害福祉サービス事業所等に対する計画相談支援等への新規参入の促進や、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所（以下「指定特定」という）の事業運営の安定化を目的とした、「指定特定相談支援事業所運営等支援事業」を受託する事業者として、当課と優先的に契約交渉を行う者（以下「受託候補者」という。）を選定するもの。

[bookmark: _Toc215580707]２　選定方法
　　公募型提案審査随意契約（プロポーザル方式）

[bookmark: _Toc215580708]３　業務概要
（１）委託業務名
　　　　指定特定相談支援事業所運営等支援事業
（２）業務内容
別紙仕様書（案）に記載のとおり
（３）契約期間
　　　　契約締結日から令和９年３月31日まで
（４）委託上限額
4,584千円以内（消費税および地方消費税を含む）
※実際の契約額は、本市の定める本業務委託に係る予算の範囲内で改めて協議のうえ決定する。
※本事業は、国の補助制度の活用を前提としているが、募集時点において当該補助金の交付内容が確定していないため、今後の国の決定内容（交付の有無、交付額、補助要件等）によっては、契約金額、事業内容又は実施範囲を変更する場合がある。
　（５）担当
仙台市　健康福祉局　障害福祉部　障害者支援課　地域生活支援係
所在地：〒980-8671　仙台市青葉区国分町３丁目７番１号
電　話：022-214-8164
ＦＡＸ：022-223-3573 電子メールアドレス：chiiki_shougai@city.sendai.jp

[bookmark: _Toc215580709]４　応募事業者の資格要件
　　本プロポーザルに参加する者は、次のすべての条件を満たす者とする。
（１）令和８年４月１日現在において、仙台市内に本店を置き、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第1項第2号に規定する事業所を運営している社会福祉法人等※。
※  社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、特例民法法人、ＮＰＯ法人、営利法人等。
（２）地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当するものでないこと。
（３）仙台市入札契約暴力団等排除要綱（平成20年10月31日市長決裁）別表に掲げる要件に該当する
者でないこと。
　（４）仙台市税の滞納がないこと。
　（５）有資格業者に対する指名停止要綱（昭和60年10月29日市長決裁）第2条第1項の規定による指名
停止を受けていないこと。
　（６）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく、更生手続開始の申立中、または更生手続中でないこと。
（７）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく、再生手続開始の申立中、または再生手続中でないこと。
（８）破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく、破産手続開始の申立中、または破産手続中でない
こと。
（９）共同事業体にあっては、一の代表構成員と一以上の構成員により構成されるものとし、以下の全ての要件を満たしていること。
①　代表構成員が、上記(１)及び (２)に掲げる要件を満たしていること。
②　構成員にあっては事業を適切に実施できる個人、法人又は任意団体であること。
③　構成員が本案件における他の共同事業体の構成員として、又は単独により本プロポーザルに参加していないこと。
④　構成員が代表構成員に発注者及び監督官庁等と折衝する行為等を委任していること。
⑤　本プロポーザルの参加表明書の提出時において、共同事業体を成立させていること、あるいは事業開始までに共同事業体を成立させている予定があること。
⑥　本プロポーザルの参加表明書の提出時から契約締結時までは、構成員の変更がないこと。

[bookmark: _Toc215580710]５　スケジュール
（１）募集開始（公告）				：令和８年５月11日（月）
（２）説明会の開催				：令和８年５月18日（月）
（３）質問受付期限				：令和８年５月20日（水）17 時必着
（４）質問に対する回答				：令和８年５月22日（金）まで
（５）参加表明書等提出期限			：令和８年５月27日（水）17 時必着
（６）企画提案書等提出期限			：令和８年６月２日（火）17 時必着
（７）企画提案審査　　　　　　　　　　　　　　 　：令和８年６月８日（月）
（プレゼンテーション・ヒアリング等）	
（８）受託候補者特定結果通知			：令和８年６月中旬 

※選定後のスケジュールについては、決定事業者に対し別途打合せを行った上で決定する。

[bookmark: _Toc215580711]６　応募の手続き
（１）募集要項等の説明会
募集要項の概要に係る説明会を、下記により開催する。なお、本説明会に参加しない場合でも、本事業への応募は可能である。
①　日　　時　　令和８年５月18日（月）15時から
②　開催方法　　青葉区役所　７階　第１会議室
③　参加方法　　令和８年５月15日（金）17時までに、団体名、参加者氏名、連絡先（電話
　　　　　　　　番号・電子メールアドレス）を記入し、件名を「指定特定相談支援事業所運営等支援事業」として、電子メールで申請すること。
④　参加人数　　１団体あたり、２名までとする。
⑤　申込先　　仙台市　健康福祉局　障害福祉部　障害者支援課　地域生活支援係
　　　　       　電話：022-214-8164　電子メールアドレス：chiiki_shougai@city.sendai.jp



（２）質問及び回答
1 受付期間　　
公募開始から令和８年５月20日（水）17時まで
2 質問方法　　
質問書に質問事項を記入のうえ、電子メール(chiiki_shougai@city.sendai.jp)　にて、「12　問い合わせ及び提出先」に記載の担当課宛て提出すること。
3 回答　
令和８年５月22日（金）までに、市ホームページに掲載する。

[bookmark: _Toc215580712]７　参加表明
（１）参加表明書等の提出
本プロポーザルに参加表明を提出する者（以下「応募事業者」という。）は、以下により書類を提出すること。
1 提出期限　　令和８年５月27日（水）17時まで
2 提出場所　　仙台市役所本庁舎6階　健康福祉局障害者支援課　地域生活支援係
3 提出書類　　提出書類一覧表　参照
4 提出方法　　持参のみ（受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く９時から17時まで。）
5 提出部数　　各1部

（２）参加資格審査
参加表明書等の提出後は、「４　応募事業者の資格要件」に示した要件について審査を行い、結果を令和８年５月29日（金）までに通知する。なお、審査により、要件を満たさないこととなった場合、企画提案書は受け付けない。

[bookmark: _Toc215580713]８　企画提案書及び見積書の提出
応募事業者は、企画提案書及び見積書（以下「企画提案書等」という。）を作成し、以下により提出すること。
・ 提出期限　　令和８年６月２日（火）17時まで
・ 提出場所　　仙台市役所本庁舎６階　健康福祉局障害者支援課　地域生活支援係
・ 提出方法　　持参のみ（受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く９時から17時まで。）
・ 提出部数　　正本１部、副本７部
※企画提案書等は、正本にのみ法人名を記載して押印し、副本には提案者が特定できる名称、ロゴマーク等を使用しないこと。

[bookmark: _Toc215580714]９　受託候補者の選定方法等
（１）選定方法
本市において審査委員会を設置し、企画提案書等について、評価基準に基づき評価する。なお、評価にあたっては、「業務遂行体制（配点30点）」及び「事業計画（配点70点）」の2つの視点に基づき採点する。各審査委員会の評価による各得点が、いずれも最低水準（満点の6割）を超える提案者のうち、最も合計得点の高い提案者を本業務の受託候補者として決定する。なお、合計得点が同点の場合は、審査委員会において協議の上、受託候補者を決定する。


（２）プレゼンテーションの実施
① プレゼンテーション及びヒアリング
・ 1 者につき30分間（説明15分、質疑15分）とする。
　※参加表明者数により短縮する場合あり
・ 参加人数は３名以内とする。
・ 事前に提出のあった企画提案書等を用いて行うこととし、提出期限以降の再提出は認めない。
② 実施日・場所等
令和８年６月８日（月）　仙台市役所 本庁舎５階　第２会議室
※集合、開始時刻等の詳細は、別途電子メールにより通知する。
③ 留意事項
・ プレゼンテーションは、企画提案書等の内容の範囲内で行うものとし、追加の提案は認めないものとする。
·  応募事業者が一者のみだった場合についても、審査委員会（プレゼンテーション及びヒアリング） を実施する。
・ 企画提案書等の投影を希望する場合は、令和８年６月４日（木）までに連絡すること。その際、プレゼンテーションに必要なパソコンは提案者が準備することとし、その他投影に必要なスクリーン及びプロジェクター等は本市で準備する。

（３）失格事項
次のいずれかに該当した場合は失格とする。
① 提案書提出期限に遅れた場合
② プレゼンテーション及びヒアリングに参加しなかった場合
③ プレゼンテーション及びヒアリングの集合時間に15分以上遅刻した場合
④ 手続期間中に、前項に掲げる要件に該当しなくなった場合
⑤ 見積金額（税込）が委託上限金額を上回っている場合
⑥ 提出書類に虚偽の記載をした場合
⑦ 審査の公平性を害する行為があったと本市が認める場合

（４）選定結果の通知
選定結果については、令和８年６月中旬頃、文書で通知する。また、契約締結後、本市ホームページにて公表する。
なお、非選定の理由について、通知日から７日以内（土曜日、日曜日及び祝日を除く）に書面（任意様式）での説明の求めがあった場合は、書面を受理した日の翌日から10日以内（土曜日、日曜日及び祝日を除く）に書面により回答する。

[bookmark: _Toc215580715]10　契約
（１）契約方法
契約については、受託候補者と協議のうえ、仙台市契約規則に定める随意契約を締結する。なお、その者との契約が成立しない場合には、次順位の者と協議を行うものとする。業務委託契約の締結にあたっては、特定された提案をそのまま実施することを予め約束するものではなく、委託内容及び契約金額について、本市の求めに応じ協議のうえ、提案上限額の範囲内で変更する場合がある。

（２）外部委託実施に伴う手続き
本業務は、「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」が適用されるため、本市との契約締結前に当該ガイドライン５（１）の調査を受けるものとする。
※「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」は、下記アドレスを参照のこと。
https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/guidelines.html

[bookmark: _Toc215580716]11　応募にあたっての留意点
（１）提出書類等の取扱い
 ・ 提出された書類等は、返却せず、本市の責任において処分する。
 ・ 提出された書類等は、提出者に無断で本プロポーザル業務以外に使用しない。
 ・ 提出された書類等は、審査及び説明のため、写しを作成し使用することができるものとする。
 ・ 提出された書類等は、提出期限までは自由に改変し、再提出できるものとする。
 ・ 提出期限を過ぎた後は、差替え及び再提出は不可とする。

（２）費用負担
提出書類の作成及び提出に要する費用は、すべて応募事業者の負担とする。

[bookmark: _Toc215580717]12　問い合わせ及び提出先
仙台市健康福祉局障害福祉部障害者支援課
住　所：〒980-8671 仙台市青葉区国分町 3-7-1
電　話：022-214-8164（直通）　Fax：022-223-3573
E-Mail：chiiki_shougai@city.sendai.jp




[bookmark: _Toc215580718]仙台市指定特定相談支援事業所運営等支援事業業務委託仕様書（案）


1． 委託業務名
指定特定相談支援事業所運営等支援事業

2． 委託業務の目的
　　計画相談支援・障害児相談支援（以下「計画相談支援等」という。）を安定的に提供できる体制を整備し、障害児者が望む生活の実現に向け、障害福祉サービス事業所等に対する計画相談支援等への新規参入の促進や、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者（以下「指定特定」という。）の事業運営の安定化を目的とする。

3． 委託期間
契約締結日から令和９年３月31日まで

4． 業務の内容
（１）計画相談支援等への新規参入支援
　　　計画相談支援等への新規参入を促進するため、障害福祉サービス事業所や居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション等を運営する法人を対象に、以下①から②の業務を実施する。
1 新規参入に係る啓発
　　・研修等により計画相談支援等に係る本市の現状や、制度の内容（支援の手順、報酬体系、指定基準等）、事業の運営手法等を啓発し、事業の実施に関する具体的なイメージを形成するとともに、計画相談支援等への新規参入に係る意欲を喚起すること。
2 新規参入に係る提案や働きかけ、相談対応
　　・①の取組等を通じて、計画相談支援等への新規参入に前向きな意向を有する法人を把握し、当該法人に対して訪問等により新規参入の提案、働きかけを行うこと。
　　・上記提案や働きかけにより、新規参入に係る検討や準備を進める法人の個別相談に応じ、円滑な新規参入を支援すること。なお、新規参入に係る提案や働きかけは、10事業所以上に行うこと。

（２）指定特定の事業運営の改善支援及びネットワーク形成
　　　指定特定が安定的かつ継続的に事業を運営していけるよう、以下①から④の業務を実施する。
1 安定的な事業運営に係るノウハウの啓発
・研修等により安定的に事業を運営していくためのノウハウ（事業計画の策定、人員体制の確保、加算の算定、
業務効率化の工夫等）を啓発し、事業運営に関する知識の獲得を促すとともに、積極的な事業展開に向けた
意欲の向上を図ること。

2 事業運営に関する調査
・市内指定特定の運営状況や課題を把握するために調査を実施し、③に示すコンサルテーションを働きかける対象の選定とアプローチの手法を検討すること。
・なお、調査にあたっては、アンケート調査等の手法を用いて、幅広く実情の把握を図ること。

3 事業運営に関するコンサルテーション
・②の調査結果を踏まえ、指定特定に対して事業運営に関するコンサルテーションを行うこと。
　　・コンサルテーションの実施については、指定特定からの依頼に応じるほか、支援が必要な事業所に対して提案者から積極的に実施を働きかけること。なお、コンサルテーションは、５事業所以上に行うこと。

4 指定特定間のネットワーク強化
・①から③の取組み等を通じて把握した指定特定間のネットワーク形成に取り組むとともに、複数事業所の協働による機能強化型基本報酬に係る事業所体制構築のマッチング、コーディネートをすること。

（３）効果検証
　　・事業全体の効果を把握するため、支援対象とした事業所及び運営法人について、計画相談支援事業における経営面及び運営面の改善状況について評価を行う。
　　・支援対象とした事業所及び運営法人に対してアンケート調査等を実施し、本事業による支援内容が事業運営や参入意欲等に与えた効果を把握するとともに、複数の事業所に共通する課題やニーズを整理する。

（４）広報
　　・事業の実施にあたっては、対象となる事業所及び運営法人に十分に周知されるよう、効果的な広報を行うこと。

5． 対象者
（１）計画相談支援等への新規参入支援
　　・計画相談支援等に未参入の障害福祉サービス事業所や居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション等を運営する法人

（２）指定特定の事業運営の改善支援及びネットワーク形成
　　・市内において指定特定を運営する法人

６．事業実施にあたっての留意事項
　　本事業の実施にあたっては、必要に応じて発注者と協議しながら業務を進めること。

７．業務に関する提案
　　受託者は、本仕様書と異なる事項または本仕様書に定めのない事項であっても、本業務の目的を達成するためによりよい手法、技術またはアイデア等があるときは、市に対して積極的にこれを提案するものとする。

８．事業計画書の提出
　・契約締結後、事業開始前までに事業計画書を提出すること。

９．事業の報告
・本業務終了時には、すみやかに４（１）から（４）の実施結果等について報告するとともに、本業務によって得られた効果や知見等についてまとめた実績報告書（任意様式）を提出すること。
・事故があったときはすみやかに適切な処置を講じるとともに、早急に発注者に報告すること。

10．経理
・受託者は、本業務に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分すること。
・経理に関する帳簿等、必要な書類の整備をすること。

11．個人情報の取扱い
受託者は、委託業務の遂行に当たり、個人情報の不適切な使用、紛失、流出等が信用失墜につながる重大な行為であるとの認識のもと、情報等の厳格な管理及び適切な運用のために必要な万全の体制を整備し、これを維持すること。

（１） 保護すべき情報の取扱い
受託者は、個人情報保護の必要性と保護できなかった場合のリスク等を十分に認識し、個人情報保護を徹底すること。本仕様書における個人情報の保護とは、保護して安全である状態に保つことであり、よって、故意、過失の有無を問わず、受託者による情報の漏えいのほか、滅失、棄損、改ざん、盗難等があってはならない。
また、受託者は、情報を委託業務以外の目的で使用すること、不適切な事務処理等により特定の個人に対して有利に委託業務を遂行すること及び書類やデータについて本市の承諾なしに複写又は複製をしてはならず、この他第三者への提供又は秘密情報の漏えいにつながる事務処理や管理をすることがあってはならない。個人情報について、履行場所外への持ち出しは禁止する。ただし、特別な事情があり、本市の承諾を得た場合は、この限りではない。
なお、受託者は、「仙台市行政情報セキュリティポリシー」、「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」、別記１「個人情報取扱特記事項」、別記２「個人情報等の取扱いに関する特記仕様書」、別記３「特定個人情報等の取扱いに関する特記事項」、別記４「行政情報の取扱いに関する特記仕様書」、の内容を遵守すること。
※「仙台市行政情報セキュリティポリシー」は、下記アドレスを参照
http://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/mokuji/index.html
※「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」は、下記アドレスを参照
http://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/guidelines.html

（２） 守秘義務
受託者は、委託業務の遂行上知ることができた秘密を漏らしてはならず、これは、委託業務が終了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。

（３） 事故等が発生した場合の取扱い
受託者は、委託業務を遂行上、何らかの事故や不適切な事務処理等により、個人情報保護ができなかった又は保護できていない可能性が生じた場合は、直ちに本市に報告し、本市の指示に従い対応するものとする。また、受託者は事実を明らかにした報告書を遅滞なく本市に提出するものとする。
なお、この場合に生じた費用は、全て受託者が負担するものとする。 

12．その他
（１）この仕様書に記載されていない事項であっても、事業目的の達成のために実施しなければならない事項については、本市の指示に従い、契約の範囲内で誠実に行うものとする。
（２）受託者は本業務を行う場合、常に本市と綿密な連絡を取る必要があること。委託業務に関して、疑義又
は本仕様書に明記なき事項が生じた場合は、市と十分に協議し決定すること。
（３）本業務の実施にあたり、第三者への業務のすべてを委任、または請け負わせてはならない。ただし、業務　の一部（主たる部分を除く。）について事前に書面で申請し、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
（４）受託者は、業務の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。
（５）受託者は、別記５「委託事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する仙台市職員対応要領 留意事項」に準じて、合理的配慮の提供を行うこと。
（６）受託者は、契約期間満了に伴い委託業務を終了するとき、委託業務を次期受託者に確実に引継ぐための必要な措置を講じなければならない。

[bookmark: _Toc215580720]

指定特定相談支援事業所運営等支援事業企画提案書作成要領
企画提案書は、以下の項目について記載すること。

１　事業の実施に関する実施体制等
（１）申請法人等の組織体制図及び事務
※　委託業務に係る指揮命令系統が分かるように体系的に示すこと。
（２）実施スケジュール
（３）守秘義務、個人情報保護の取扱い
①　守秘義務、個人情報保護に関する規程の有無　　※　有の場合、規程の写しを添付すること。
②　①が有の場合、周知等の取組状況について記載すること。

２　企画提案　
※　実施する内容や対象者、スケジュール等が分かるように、できるだけ具体的に記載すること。
（１）計画相談支援等への新規参入支援
　　①　新規参入に係る現状と課題
　　②　計画相談支援等への新規参入支援（啓発、提案や働きかけ、相談対応等）
（２）指定特定の事業運営の改善支援
　　①　指定特定の事業運営に係る現状と課題
　　②　指定特定の事業運営の改善支援（啓発、調査、コンサルテーション等）
（３）指定特定のネットワーク形成及び複数事業所協働体制のコーディネート
（４）事業全体の計画（新規参入支援（提案や働きかけ）及び事業運営の改善支援（コンサルテーション）の支援事業所数の見込み、スケジュール、広報、効果検証等）
（５）その他業務の推進・目的達成のために必要と認められる内容
· 仕様書に記載されていない事項であっても、委託料の上限額の範囲内で実施可能な有益な追加提案があれば記載すること。
[bookmark: _Toc215580721]
３　その他
　受託事業に活用可能な自社の強み



指定特定相談支援事業所運営等支援事業業務受託候補者選定審査基準等
１　業務遂行体制（配点30点）
	[bookmark: _Hlk227831210]評価項目
	評価の視点
	採点

	(1)
実
施
体
制
	専門的職員の配置
	・主任相談支援専門員等計画相談の制度や実務等に関する専門的な知識や経験を有する職員を配置している。 
・計画相談支援の支援実務に加え、管理者経験者等事業の運営やマネジメントに関する豊富な知識や経験を有する職員を配置している。
	5点

	
	従事職員の配置
バックアップ体制
	・事業計画を適切に履行し得る十分な人員体制を敷いている。 
・欠員発生時の人員の補充や平時の業務に対する支援等法人における組織的かつ手厚いバックアップ体制が確保されている。
	5点

	
	関係機関とのネットワーク
	・平時より市内の指定特定相談支援事業所や基幹相談支援センター等の関係機関との連携強化に取り組み、幅広いネットワークを有している。
	5点

	(2)
実
績
	事業運営に関する助言
コンサルテーションの経験
	・指定特定相談支援事業所の運営、体制整備、業務改善等に関して、第三者の立場から助言やコンサルテーションを行った経験を有している。
	5点

	
	指定特定相談支援事業所の
安定的な事業運営
	・提案団体の指定特定相談支援事業所において、安定的な事業運営を実現している。
	5点

	(3)業務情報の適切な取扱い
	・業務上知り得た事業所の運営等に係る情報の取扱いについて、適切な管理及び取扱いが行われる体制となっている。
	5点



２　事業計画（配点70点）
	評価項目
	評価の視点
	採点

	(1)
新規
参入支援
	新規参入に係る現状と
課題の理解
	・計画相談支援への新規参入を促進するために障害福祉サービス事業所等が抱える現状や課題について、適切かつ妥当な理解がなされている。
	5点

	
	新規参入支援に係る
提案内容
	・障害福祉サービス事業所等が抱える現状や課題を踏まえ、計画相談支援への新規参入に係る不安の解消や意欲を喚起するとともに、円滑な指定に向けた準備を促進するための具体的かつ効果的な支援方法や手順等が示されている。
	10点

	(2)
運営支援
	指定特定相談支援事業所の事業運営に係る現状と課題の理解
	・指定特定相談支援事業所の事業運営を改善するために、事業者が抱える現状や課題について、適切かつ妥当な理解がなされている。
	5点

	
	運営支援に係る提案内容
	・指定特定相談支援事業所が抱える現状や課題を踏まえ、事業運営に係る知識やノウハウの獲得を促進するとともに、個別のコンサルテーションを行うための具体的かつ効果的な支援方法や手順等が示されている。
	10点

	(3)ネットワーク形成に係る
提案内容
	・指定特定相談支援事業所間のネットワークを形成するとともに、本市において複数事業所協働体制を推進していくための具体的かつ適切な方法が示されている。
	10点

	(4)事業計画
	・新規開設支援、運営支援、ネットワーク形成の実施について、支援事業所数やスケジュール、広報や効果検証等具体的かつ実現性の高い事業計画となっている。
	10点

	(5)その他業務推進の取組
	・前記（１）～（３）のほか、本事業の目的の達成のため、具体的かつ効果的な独自の取組みが追加提案されている。
	10点

	(6)事業実施に係る費用と見積り
	・事業に必要な経費の積算が適切であり、安定した事業運営が見込まれる。 
事業効果に比し、価格が廉価である。
	10点
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